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浄化槽 法定検査とは

内容 検査時期

7条検査 設置状況の確認
外観検査
水質検査
書類検査

使用開始後３～８か月

（初回の検査）

１１条検査 外観検査
水質検査
書類検査

７条検査後１年に１回
（次回以降の検査）

浄化槽設置届

建築確認申請

浄化槽設置
・

使用開始
７条検査 １１条検査 １１条検査
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受検率の推移

＜賀茂健康福祉センター管内の状況＞
直近５年は５５％～７５％程度で推移している。
管内の法定検査受検率は県平均を下回り低迷している。

Ｈ２３ Ｈ２４ Ｈ２５ Ｈ２６ Ｈ２７

全国 ９１．６ ９１．０ ９０．４ ９３．８ ー

県 ８０．５ ７９．９ ７３．３ ７３．８ ８０．９

賀茂 ７４．９ ６５．４ ７４．４ ５４．７ ７０．０

７条検査受検率（％）
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目的

• 当センターと生科検が連携し個別訪問を実施
することで、７条検査受検率向上を目指した。
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受検率向上のための取組

①

維持管理講習会

（１０～１１月）

②

維持管理講習会

欠席者へ個別訪問

（１０～１１月）

③

未申込者へDM発送

（１月）

法定検査申込を獲得
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Ｈ２５
４月 １２月７月 １０月

Ｈ２６
１月 ４月 ７月 １０月

維
持
管
理
講
習
会

未
申
込
者
へ
D
M

約１８か月

これまでの取組

欠
席
者
へ
個
別
訪
問

浄
化
槽
設
置
の
届
出

法定検査実施期間
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取組の問題点と改善点

＜問題点＞
設置後から案内までの期間が相当経過している、７条検
査に反映されない。
（使用開始後８か月を経過した場合は、１１条検査の受
検として取り扱うため。）

＜改善点＞
DMの発送、個別訪問の前倒しを行い、７条検査実施期

間内に検査できるようにした。
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Ｈ２７
４月 １２月７月 １０月

Ｈ２８
１月 ４月 ７月 １０月

短縮

新たな取組

未
申
込
者
へ
D
M

欠
席
者
へ
個
別
訪
問

浄
化
槽
設
置
の
届
出

維
持
管
理
講
習
会

未
申
込
者
へ
D
M

未
申
込
者
へ
個
別
訪
問

法定検査実施期間

取組の前倒しを行い
検査実施期間内に申込を獲得する
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個別訪問方法

対象 ：ＤＭ発送後、未申込者３７軒

期間 ：６月から９月の間で計８日間

実施者：当センター職員１人、生科検職員１人 計２人

説明、連絡先等
聞き取り

生科検から
電話連絡

案内を投函

（ 在宅 ）

（ 不在 ）

個別訪問

再訪問
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届出時
未申込

ＤＭ発送

申込あり

個別訪問

申込なし

申込あり

申込なし
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受検推進フロー



届出時
未申込
７１

DM発送
６６

申込あり
２８

個別訪問
３７

申込なし
３７

申込あり
２９

申込なし
８
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結果

※市町所有施設を除く

※拒否施設１件を除く



結果

未申込（１１）
※受検推進中、未建築、拒否、設置中止等

ＤＭ発送後申込（２８）

届出時申込（７６）

個別訪問による申込（２９）

市町所有施設申込（４）

５１．４％

１９．０％

１９．６％

２．６％７．４％
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

H27

H26

結果 7条検査と１１条検査の割合
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１９．３６８．７ １２．０

８8．5

４．１ 7．4

７条検査 １１条検査 未申込

・７条検査受検率が上昇 （６８．７％→８８．５％）

・全体の受検率が上昇 （８８．０％→９２．６％）



考察 説明時の浄化槽管理者の反応

• 検査自体を知らない人が多かった。

• 浄化槽の今後の維持管理について説明をする場

としても有効であると考えられた。

• 説明により、その場で申し込みを獲得できた。

• 受検を拒否する人からの申込を獲得するのは困

難であった。

代理申込者への７条検査の周知

拒否者への対応方法の検討が必要
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考察 個別訪問方法

• 別荘や平日仕事などで留守にしている家と連絡を

とることは難しい。

• 訪問対象の家を特定することが難しい家もあった。

連絡がとりづらい人への対応方法
の検討が必要
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今後の展望

• 本事業では３７軒の個別訪問を実施し２９軒の申込を獲得で
きた。訪問対象のうち、約８割の人の申込を獲得できた。

• 今年度は約９割が７条検査実施期間内に受検した。（昨年度
は約７割）

• 個別訪問は７条検査受検率向上に有効であると考えられた。

最終的には・・・最終的には・・・
個別訪問をしなくても、受検率が１００％となるようにして個別訪問をしなくても、受検率が１００％となるようにして
いく。いく。
今後は建築確認申請時に申し込みが徹底されるよう建築今後は建築確認申請時に申し込みが徹底されるよう建築
業者や水道工事業者等の代理で法定検査の申し込みを業者や水道工事業者等の代理で法定検査の申し込みを
する業者へアプローチを行い、７条検査受検の周知を図する業者へアプローチを行い、７条検査受検の周知を図
っていく予定である。っていく予定である。
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